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鳩山町プレミアム付商品券発行事業 商品券取扱加盟店募集説明会
　町内の商店や事業所などで利用できる「鳩山町プレミアム付商品券」の発行に伴い、次のとおり商品
券取扱加盟店の募集説明会を開催します。（プレミアム付商品券の詳細は６月号でご案内します。）
対象：町内事業者（商工会非会員も可）　日時：５月 19 日（火） ①午後２時から ②午後７時から ※同
内容を２回実施　場所：鳩山町商工会 ２階会議室　問合せ：鳩山町商工会☎ 296－0591

【プレミアム付商品券の概要】販売開始：７月（予定）　販売対象者：町内全世帯　販売金額：１冊
10,000 円　内容：１枚 1,000 円の商品券 13 枚を１冊（13,000 円分）として販売　購入限度：１世帯５
冊　問合せ：役場政策財政課 政策推進担当☎ 296－1212

　

町
で
は
、
災
害
時
の
セ
ー
フ

テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
を
構
築
す
る
た

め
、
災
害
時
に
一
人
で
避
難
で
き

な
い
方
を
対
象
に
、
災
害
時
の
安

否
確
認
や
避
難
支
援
を
行
う
『
避

難
行
動
要
支
援
者
支
援
制
度
』
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
高
齢
者
や
障
が

　

今
年
も「
さ
わ
や
か
健
康
教
室
」

を
開
催
し
ま
す
。
今
年
の
テ
ー
マ

は
「
ロ
コ
モ
テ
ィ
ブ
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
（
略
称
：
ロ
コ
モ
、
和
名
：
運

動
器
症
候
群
）
予
防
」
で
す
。

　

い
つ
ま
で
も　

健
や
か
に
〝
い

き
い
き
〟
と
過
ご
す
た
め
の
ヒ

ケ
ツ
を
楽
し
く
学
び
ま
せ
ん
か
。

し
っ
か
り
と
し
た
体
づ
く
り
、
体

力
チ
ェ
ッ
ク
、
い
き
い
き
生
活
の

　

平
成
26
年
中
の
埼
玉
県
内
の
交

通
事
故
に
つ
い
て
は
、
発
生
件
数
・

負
傷
者
数
は
10
年
連
続
減
少
し
、

死
者
数
も
、
前
年
よ
り
４
人
減
少

し
１
６
５
人
で
し
た
。
そ
の
う
ち
、

自
転
車
利
用
者
の
死
者
数
は
31
人

で
、
前
年
に
比
べ
11
人
減
少
し
た

も
の
の
、
全
交
通
事
故
死
者
の
18
・

７
㌫
を
占
め
、
な
お
憂
慮
さ
れ
る

状
況
で
す
。

　

ま
た
、
多
く
の
自
転
車
事
故
死

傷
者
に
何
ら
か
の
交
通
違
反
が
み

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
自
転
車

利
用
者
の
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と

マ
ナ
ー
の
向
上
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

町
で
は
、５
月
の
「
自
転
車
月
間
」

に
あ
た
り
「
自
転
車
安
全
利
用
五

則
」
の
徹
底
を
図
り
、
自
転
車
事

故
の
根
絶
を
目
指
し
ま
す
。

　

６
月
１
日
か
ら
は
、
改
正
道
路

交
通
法
の
「
自
転
車
運
転
者
講
習

制
度
」
も
始
ま
り
、
信
号
無
視
や

酒
酔
い
運
転
な
ど
、
危
険
な
ル
ー

ル
違
反
を
繰
り
返
す
運
転
者
に
は
、

講
習
の
受
講
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

　

今
後
は
、
ま
す
ま
す
自
転
車
運

転
に
対
す
る
意
識
改
善
が
求
め
ら

れ
ま
す
。皆
で
ル
ー
ル
を
守
り
合
い
、

安
心
で
安
全
な
町
に
し
ま
し
ょ
う
。

■
申
込
・
問
合
せ　

役
場
生
活
環

境
課
☎
２
９
６

－５
８
９
４

い
者
な
ど
、
一
人
で
避
難
が
で
き

な
い
方
（
避
難
行
動
要
支
援
者
）

の
情
報
を
登
録
し
た
避
難
行
動
要

支
援
者
台
帳
を
作
成
し
、
災
害
時

の
避
難
支
援
や
安
否
確
認
、
平
常

時
の
声
か
け
や
見
守
り
活
動
に
役

立
て
ま
す
。
そ
の
際
、
声
か
け
や

安
否
確
認
を
行
う
の
が
「
地
域
支

援
者
」
で
す
。
こ
の
地
域
支
援
者

を
決
め
る
に
は
、
ま
ず
は
要
支
援

者
の
方
に
お
話
を
伺
い
ま
す
。
そ

し
て
町
が
民
生
委
員
・
児
童
委
員

に
適
任
者
を
推
薦
し
て
も
ら
い
、

地
域
支
援
者
に
な
る
方
か
ら
同
意

を
も
ら
い
決
定
し
ま
す
。（
左
図

参
照
）

　

平
成
27
年
３
月
末
現
在
、
避
難

行
動
要
支
援
者
台
帳
に
は
３
４
５

人
の
要
支
援
者
と
２
６
９
人
の
地

域
支
援
者
が
登
録
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

町
で
は
、
地
域
支
援
者
を
近
隣

の
住
民
の
方
に
依
頼
す
る
活
動

を
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
皆

さ
ん
に
ご
協
力
い
た
だ
き
進
め
て

い
ま
す
。
６
月
は
台
帳
登
録
者
を

対
象
に
個
別
訪
問
を
実
施
し
ま

す
。

　

す
で
に
避
難
行
動
要
支
援
者
台

帳
に
登
録
し
て
い
る
方
を
対
象

に
、
登
録
内
容
の
確
認
と
、
要
支

援
者
を
支
援
す
る「
地
域
支
援
者
」

へ
の
活
動
の
呼
び
か
け
も
行
い
ま

す
の
で
、
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
な
お
、
訪
問
す
る

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
必
ず
身

分
証
明
書
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

ご
心
配
の
場
合
は
町
健
康
福
祉
課

に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

災
害
発
生
時
に
す
ぐ
対
応
で
き

る
の
は
、近
隣
の
住
民
の
方
で
す
。

要
支
援
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

た
め
に
は
、
ご
近
所
に
お
住
ま
い

の
地
域
支
援
者
の
ご
協
力
は
必
要

不
可
欠
で
す
。
普
段
か
ら
の
見
守

り
や
災
害
時
の
支
援
を
受
け
る
環

境
は
、
要
支
援
者
に
と
っ
て
と
て

も
心
強
い
こ
と
で
す
。
安
心
で
き

る
地
域
づ
く
り
に
、
ぜ
ひ
ご
協
力

く
だ
さ
い
。　

■
申
込
・
問
合
せ　

役
場
健
康
福

祉
課
☎
２
９
６

－

１
２
４
１

６
月
か
ら
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が

訪
問
活
動
を
行
い
ま
す

避
難
行
動
要
支
援
者
の
支
援
体
制
の
充
実
へ

避難行動要支援者（災害時要援護者）
支援制度のイメージ

避難行動要支援者
（障がい者、高齢
者など）

近隣住民などの
地域支援者（※）

鳩山町

①台帳の申請・登録

②台帳登録
④書類の送付

③同意
⑤必要な
情報の提
供

⑦災害時
の支援

⑥声かけ、安
否確認、避難
時の支援

※避難行動要支援者に対し、災害時に避難情報を伝えたり、安否
確認や避難誘導をする方です。原則、要支援者の近隣の住民の方
（顔なじみの方）が地域支援者となるようお願いしています。

※この教室は「鳩山町健康づくりサポーターの会」との協働事業として、
また、東京都健康長寿医療センター研究所との共同研究事業の一環とし
て開催します。

《自転車安全利用五則》

１　自転車は、車道が原則、歩道は
例外
２　車道は左側通行
３　歩道は歩行者優先で、車道寄り
を徐行
４　安全ルールを守る
　・飲酒運転の禁止
　・２人乗り、並進の禁止
　・夜間はライトを点灯
　・�交差点での信号遵守と一時停止
安全確認

５　子どもはヘルメットを着用
　※定期点検と損害賠償
　　保険の加入も
　　忘れずに！

協力

警察署・西入間広域消防
組合・地域の自主防災組
織、児童委員・民生委員、
町社会福祉協議会など

「
地
域
支
援
者
」
の

活
動
へ
も
ご
協
力
を

た
め
の
食
事
の
こ
と
な
ど
、
み
ん

な
で
楽
し
み
な
が
ら
健
康
長
寿
を

目
指
し
ま
し
ょ
う
！

■
対
象　

町
内
在
住
の
60
歳
以
上

の
方

■
会
場　

町
保
健
セ
ン
タ
ー

■
期
日　

左
表
の
と
お
り
（
全
10

回
）

■
時
間　

午
前
10
時
～
11
時
50
分　

受
付
は
午
前
９
時
20
分
か
ら

※
受
付
後
、毎
回
、血
圧
測
定
（
健

康
相
談
含
む
）
を
行
い
ま
す
。
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
時
間
を
延
長
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
定
員　

30
人
（
新
規
申
込
者
を

優
先
し
ま
す
）

■
費
用　

無
料　

※
た
だ
し
、
茶

話
会
（
②
・
⑩
）
は
１
０
０
円
、

調
理
実
習
（
⑦
）
は
３
０
０
円
の

自
己
負
担
が
あ
り
ま
す
。

■
申
込　

５
月
22
日
（
金
）
ま
で

に
町
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
役
場

東
出
張
所
に
あ
る
参
加
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
前
記
の
い

ず
れ
か
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

参
加
者
決
定
後
、
詳
し
い
ご
案
内

な
ど
を
お
送
り
し
ま
す
。

■
そ
の
他　

●
基
本
体
操
を
毎
回

30
分
程
度
行
い
ま
す
の
で
、
運
動

で
き
る
服
装
、
上
履
き
（
ス
リ
ッ

パ
不
可
）
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。　

●
６
回
以
上
出
席
さ
れ
た
方
に

は
、修
了
証
書
を
お
渡
し
し
ま
す
。

■
問
合
せ　

町
保
健
セ
ン
タ
ー

☎
２
９
６

－

２
５
３
０

期　日 教室の内容（予定）
①６月２日（火） 開講式、オープニングセミナー ｢まずは自分の体力

を知ろう！体力測定①」
②６月 16日（火） ｢効果的なコミュニケーション」、茶話会

③７月３日（金） ｢しっかりとした体をつくり、動くための“食”を
学ぼう｣

④７月 28 日（火） 「ロコモ予防のための体操講座パートⅠ」「血管をしなやかに！体の調子を整える“食”」

⑤８月７日（金） 「男のおしゃれ・女のおしゃれ１day講座」～プロが教
えるミドル・シニア世代のきれいアップポイント～

⑥８月 25日（火） 「ロコモ予防のための体操講座パートⅡ」「質と量を考えたかしこい“食”を」

⑦９月 25日（金） 「おいしい！楽しい！元気になる食生活」～実践編～（簡単な調理・会食会含む）

⑧ 10月９日（金） 「健
けんこう

口で健康に！」

⑨ 10月 23日（金）
「どのくらい若返りましたか。体力測定②」、「結果
の見方」「地域の活動を知ろう～教室後の生活を考
える」

⑩ 11月６日（金） ｢次のステップを語ろう｣　茶話会、閉講式など

・

平
成
27
年
度
さ
わ
や
か
健
康
教
室

参
加
者
募
集

自
転
車
の
ル
ー
ル
守
っ
て
い
ま
す
か

さ
わ
や
か
で 

つ
く
ろ
う 

伸
ば
そ
う　

元
気
の
も
と

５
月
は
「
自
転
車
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
強
化
月
間
」
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町
で
は
、「
子
育
て
の
ま
ち
・

鳩
山
」
を
子
育
て
世
帯
に
よ
り
実

感
し
て
も
ら
う
た
め
、
子
育
て
支

援
に
関
す
る
情
報
を
ま
と
め
た

「
子
育
て
支
援
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」

を
作
成
し
ま
し
た
。

　

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
、
妊
娠
・

出
産
、
親
子
の
健
康
な
ど
の
情
報

の
ほ
か
、
子
育
て
中
の
方
が
利
用

で
き
る
各
種
支
援
サ
ー
ビ
ス
や
、

子
育
て
に
悩
ん
だ
と
き
や
子
ど
も

部
細
胞
診
検
査
、
30
歳
以
上
は
Ｈ

Ｐ
Ｖ
検
査

■
料
金　

頸
部
：
１
７
０
０
円　

頸
部
・
体
部
：
２
５
０
０
円

【
乳
が
ん
検
診
（
30
歳
以
上
）】

　

30
歳
代
は
問
診
・
視
触
診
（
医

師
の
判
断
に
よ
り
Ｘ
線
）、
40
歳

以
上
は
問
診
・
視
触
診
・
乳
房
Ｘ

線
検
査

■
料
金　

視
触
診
：
７
０
０
円　

視
触
診
・
Ｘ
線
検
査
：
１
７
０
０

円■
受
診
方
法　

実
施
医
療
機
関

（
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

　

日
本
で
は
、
女
性
特
有
の
が
ん

で
、
年
間
１
万
人
以
上
の
女
性
が

命
を
落
と
し
て
い
ま
す
。

　
「
忙
し
い
」「
自
覚
症
状
が
な
い
」

と
受
診
を
先
に
伸
ば
し
て
い
ま
せ

ん
か
。「
が
ん
」
を
早
期
発
見
・

早
期
治
療
す
る
た
め
に
は
、
定
期

的
・
継
続
的
に
が
ん
検
診
を
受
け

る
こ
と
が
大
切
で
す
。
町
で
は
、

皆
さ
ん
の
ご
都
合
に
合
わ
せ
て
受

診
で
き
る
個
別
検
診
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

【
子
宮
が
ん
検
診
（
20
歳
以
上
）】

　

問
診
、
視
診
、
内
診
、
子
宮
頸け

い

を
預
け
た
い
と
き
、
子
ど
も
と
外

に
出
か
け
る
と
き
の
情
報
な
ど
、

パ
パ
マ
マ
の
子
育
て
を
応
援
す
る

情
報
が
満
載
で
す
。
左
記
の
公
共

施
設
等
に
設
置
し
て
あ
り
ま
す
の

で
、
子
育
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、こ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
、

全
額
県
の
補
助
金
を
活
用
し
て
作

成
し
た
も
の
で
す
。

■
問
合
せ　

役
場
健
康
福
祉
課　

社
会
福
祉
担
当

☎
２
９
６

－

１
２
４
１

い
）
の
う
ち
、
ご
希
望
の
医
療
機

関
に
直
接
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

「
診
断
票
」
は
保
健
セ
ン
タ
ー
ま

た
は
東
出
張
所
に
あ
り
ま
す
。
保

険
証
を
ご
持
参
の
上
、「
鳩
山
町

の
個
別
検
診
」
と
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。
料
金
は
受
診
の
際
、
医
療

機
関
の
窓
口
で
お
支
払
い
く
だ
さ

い
。
※
受
診
日
当
日
70
歳
以
上
の

方
、
生
活
保
護
受
給
者
は
無
料
で

す
。

■
そ
の
他　

平
成
26
年
度
に
受
診

さ
れ
た
方
は
、
平
成
27
年
度
の
検

診
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

妊
娠
中
の
方
（
子
宮
が
ん
検
診
は

生
理
中
の
方
も
）
は
受
診
で
き
ま

せ
ん
。

■
問
合
せ　

町
保
健
セ
ン
タ
ー

☎
２
９
６

－

２
５
３
０

　

町
で
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
交

付
の
対
象
に
な
ら
な
い
軽
度
・
中

等
度
難
聴
児
に
対
し
て
、
言
語
の

習
得
な
ど
に
一
定
の
効
果
が
見
込

ま
れ
る
場
合
に
、
補
聴
器
購
入
費

用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
27
年
４
月
か
ら
Ｆ
Ｍ
型
補

聴
器
を
必
要
と
す
る
場
合
、
Ｆ
Ｍ

型
受
信
機
等
が
加
算
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

■
対
象　

町
内
在
住
の
18
歳
未
満

の
難
聴
児
（
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル

が
70
デ
シ
ベ
ル
未
満
）
で
、
補
聴

器
の
装
用
に
よ
り
言
語
の
習
得
な

ど
一
定
の
効
果
が
期
待
で
き
る
と

医
師
が
判
断
す
る
方

■
補
助
額　

補
聴
器
を
購
入
す
る

費
用
と
町
が
定
め
る
基
準
額
（
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

を
比
較
し
て
、
少
な
い
額
の
３
分

の
２
の
額
（
１
０
０
円
未
満
切
捨

て
）
を
助
成
し
ま
す
。

■
申
請
方
法　

交
付
申
請
書
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
身
体
障
害

者
福
祉
法
に
規
定
す
る
医
師
（
第

15
条
指
定
医
師
）
が
交
付
す
る
交

付
意
見
書
お
よ
び
補
聴
器
の
見
積

書
を
添
え
て
、
役
場
健
康
福
祉
課

（
庁
舎
１
階
）
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
購
入
前
に
申
請
の
手
続
き
が
必

要
で
す
の
で
、
助
成
を
希
望
さ
れ

る
方
は
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。　

■
問
合
せ　

役
場
健
康
福
祉
課 

障
害
者
福
祉
担
当

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

２
９
６

－

１
２
４
１

Ｆ
Ａ
Ｘ　

２
９
６

－

３
３
９
０

非
営
利
区
分
、
収
入
に
よ
っ
て
変

わ
り
ま
す
。）

■
募
集
期
間　

５
月
１
日
（
金
）

～
20
日
（
水
）

■
応
募
（
申
請
）
方
法　
　

役
場

政
策
財
政
課
（
庁
舎
２
階
）
の
窓

口
に
備
え
て
あ
る
「
チ
ャ
レ
ン
ジ

･
ス
ペ
ー
ス
利
用
希
望
申
請
書
」

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
収
入
を

示
す
書
類
と
併
せ
て
政
策
財
政
課

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
午
前

８
時
30
分
～
正
午
、
午
後
１
時
～

５
時
の
間
）

■
契
約　

旧
松
栄
小
学
校
３
階

チ
ャ
レ
ン
ジ
･
ス
ペ
ー
ス
活
用
指

針
（
平
成
20
年
２
月
１
日
制
定
）

に
基
づ
き
契
約
を
締
結
し
ま
す
。

た
だ
し
、
希
望
が
重
な
っ
た
場
合

は
、
抽
選
な
ど
に
よ
り
選
考
し
ま

す
。

■
そ
の
他　

原
状
貸
付
、
原
状
回

復
返
還
と
な
り
ま
す
。
※
机
な
ど

の
備
品
や
電
話
回
線
お
よ
び
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
設
備
な
ど
は
あ
り
ま

せ
ん
。（
今
後
も
整
備
予
定
な
し
）

■
問
合
せ　

役
場
政
策
財
政
課　

政
策
推
進
担
当

☎
２
９
６

－

１
２
１
２
（
直
通
）

　

事
業
用

事
務
所
や

サ
ー
ク
ル

活
動
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま

な
活
動
の

拠
点
と
し

て
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

■
対
象
団
体
等　

次
の
①
～
④
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
団
体

①
町
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
す
る

方
で
構
成
さ
れ
る
団
体　

②
町
と

連
携
す
る
町
内
お
よ
び
近
隣
の
大

学
な
ど　

③
公
共
的
な
機
関　

④

町
内
に
本
拠
を
置
く
事
業
所

■
貸
付
け
を
す
る
部
屋　

多
世
代

活
動
交
流
セ
ン
タ
ー
３
階
①
号
室

（
松
ヶ
丘
四
丁
目
１

－

１
）

■
利
用
で
き
る
日
・
時
間 　

祝

日
、
年
末
年
始
（
12
月
29
日
～
翌

年
１
月
３
日
）
を
除
く
毎
日
・
午

前
９
時
～
午
後
８
時
30
分

■
貸
付
期
間　

平
成
27
年
６
月
１

日
か
ら
。
１
年
単
位
で
２
回
ま
で

更
新
可
能
で
す
。（
最
長
３
年
）

■
貸
付
料
（
月
額
）　

１
万
３
千

円
～
５
万
２
千
円（
団
体
の
営
利
・

ご
利
用
く
だ
さ
い

  
「
子
育
て
支
援
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
・
ス
ペ
ー
ス
」 

の

利
用
者
を
募
集
し
ま
す

２
年
に
１
度
は
「
乳
が
ん
・
子
宮

が
ん
検
診
」
を
受
け
ま
し
ょ
う

軽
度
・
中
等
度
難
聴
児
補
聴
器
購

入
助
成
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

パ
パ
マ
マ
を
応
援
す
る
情
報
が
満
載

多
世
代
活
動
交
流
セ
ン
タ
ー

若
い
世
代
に
も
多
い 

女
性
特
有
の
が
ん

各公共施設や
子育て支援施設など
で配布します

「子育て支援ガイドブック」
設置場所一覧

◆役場健康福祉課
◆役場東出張所
◆保健センター
◆町立鳩山幼稚園
◆鳩山町つどいの広場（ぽっぽ）
◆ひばり子育て支援センター
◆ひばり保育園
◆ひばりゆりかご保育園
◆学童保育おしゃもじ山クラブ
◆学童保育室銀河鉄道’90
◆ニュータウンふくしプラザ
※５月中に配布する予定です。

平成 27 年度「サークルガイド」新規登録を受付中
　町コミュニティ推進協議会では、みなさんのコミュニティ活動の輪をさらに広げ
ようと『平成 27 年度版鳩山町サークルガイド』を発行します。
登録方法：コミュニティ推進協議会事務局（役場総務課）、役場東出張所、中央公民館、
今宿コミュニティセンターの各窓口に用意してある「新規登録票」に必要事項をご
記入の上、６月 26 日（金）までに提出してください。※すでに登録されている団

体については、代表者あてに「登録確認票」を郵送します。
問合せ：町コミュニティ推進協議会事務局（役場総務課内）☎ 296－1214

ご相談ください ! 知的障害者相談員
　知的障害者相談員は、町長から委託を受
け、知的に障がいがある方やその家族から
のさまざまな相談に応じ、必要な指導や助
言を行います。相談は無料で相談の内容な
ど秘密は固く守られます。
●知的障害者相談員：齋

さ い と う

藤　多
た み こ

美子さん
　（連絡先 : 鳩山支援センターはばたき ☎ 296－1639）
●問合せ　役場健康福祉課 障害者福祉担当☎296－1241

　町では、４月以降に指定医療機関以
外で子宮がん・乳がん検診を受診され
た方を対象に、検診費用の一部助成を
開始しました。
■対象者　町内に住民登録がある 30 歳
以上の女性（子宮がんは 20 歳以上の女
性）
※町の集団検診、個別検診で年度内に
当該検診を受けた方、事業者が労働者
に対して行う健康診断において年度内
に当該検診を受けた方、各がんについ
て治療中の方または医師から経過観察
の診断を受けている方は対象外となり
ます。
■助成期間　平成 27 年４月１日～平成
28 年３月 31 日
■助成額　検診自己負担額から各検診
料金（右記参照）を除いた額とし、町
が実施する個別検診における医療機関
との委託金額を限度とします。
■助成回数　２年度につき１回
■助成方法　検査費用の全額をお支払
い後、次のものを持参の上、町保健セ
ンターに申請してください。
①子宮がん等検診費用助成金交付申請
書兼請求書（保健センターにあります）　
②検診を受けた医療機関の発行する領
収書と検査を証する書類　③検診結果
がわかる書類　④クーポン券対象の場
合は、使用していないクーポン券　⑤
印鑑（認印可）　⑥本人の振込先の口座
が確認できるもの

子宮がん・乳がん検診
費用を一部助成します
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　平成２７年度の一般会計予算ですが、３月定

例議会で可決・承認をいただきました。今年

度予算の最大の課題は、財政調整基金を取り

崩すことなく編成するということでした。

★

　特別職の給料削減をはじめ、さまざまな努

力を行いましたが、約１,３００万円の財政調整

基金を取り崩すこととなりました。

　取り崩しはしましたが、執行段階の努力で、

最終的な決算では、逆に積み立てることが可

能な範囲と考えております。平成２７年度決算

では、５,０００万円程度の積み立てを目標にし

ています。さらに、３年間で、現在の財政調整

基金約１億５,０００万円を３億円程度まで積み

立てるということを中期目標としています。

★

　その財政調整基金ですが、「自治体が財源に

余裕がある年に積み立て、不足する年に取り

崩すことで財源を調整し、計画的な財政運営

を行うための貯金」とされています。その年

の単年度固有の事業を実施するにあたり、財

源が不足する場合に取り崩し、そうでないとき

に積み立てるための基金です。

　その意味では、ここ数年、国の有利な交付

金・補助金を活用し、インフラ整備を進めた結

果であり、本来の使い方を行ったといえます。

★

　しかし、平成２７年度当初予算段階での経常

収支比率は、約９５％です。経常収支比率とは、

一般財源に占める毎年同じように支出される

経常経費の割合です。逆に言えば、残りの５％

がインフラ整備などのその年固有の政策的経

費で少なすぎます。

　せめて１０％強は欲しい

ところです。今の鳩山町の

財政上の課題は、経常経費

を削減し、将来の町の発展

に必要な投資的経費を確保

することです。

行政トピックス
　

国
で
は
、
消
費
税
率
引
き
上
げ

の
影
響
を
踏
ま
え
、
子
育
て
世
帯

に
対
す
る
臨
時
特
例
的
な
給
付
措

置
と
し
て
、「
子
育
て
世
帯
臨
時

特
例
給
付
金
」
を
昨
年
度
に
引
き

続
き
支
給
し
ま
す
。
平
成
27
年

度
は
、
対
象
児
童
一
人
あ
た
り

３
０
０
０
円
に
支
給
額
が
変
更
と

な
り
ま
す
。

　

給
付
金
を
受
け
取
る
に
は
、
申

請
が
必
要
と
な
り
ま
す
で
、
受
給

対
象
者
の
う
ち
、
平
成
27
年
５
月

31
日
時
点
で
町
に
住
民
票
が
あ
る

方
は
、
次
の
と
お
り
申
請
を
お
願

い
し
ま
す
。
申
請
書
は
、
児
童
手

当
の
受
給
者
に
毎
年
通
知
し
て
い

請
の
際
の
添
付
書
類
が
省
略
さ
れ

る
、
所
得
や
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
状

況
な
ど
が
把
握
し
や
す
く
な
る
な

ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

◆ 

自
分
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は

い
つ
わ
か
る
の
？

　

平
成
27
年
10
月
か
ら
一
人
ひ
と

り
に
12
桁
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
付

番
さ
れ
、
番
号
の
記
載
さ
れ
た
通

知
カ
ー
ド
が
住
民
票
の
住
所
に
送

付
さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
随
時
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
は

　

住
民
票
を
有
す
る
す
べ
て
の
方

に
一
人
ひ
と
つ
の
番
号
を
付
し
て
、

社
会
保
障
（
年
金
・
雇
用
・
医
療
・

福
祉
）、税
、災
害
対
策
の
分
野
で
、

効
率
的
に
情
報
を
管
理
す
る
た
め

の
も
の
で
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に

よ
り
、
複
数
の
機
関
に
存
在
す
る

個
人
の
情
報
が
、
同
一
人
の
情
報

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に

活
用
さ
れ
ま
す
。

　

手
続
が
早
く
な
る
、
各
種
申

る
「
現
況
届
」
と
併
せ
て
、
５
月

下
旬
に
対
象
者
に
送
付
し
ま
す
。

（
役
場
健
康
福
祉
課
窓
口
で
も
入

手
可
）

■
対
象
者　

平
成
27
年
６
月
分
の

児
童
手
当
の
受
給
者

※
平
成
27
年
６
月
分
の
特
例
給
付

の
受
給
者
（
平
成
26
年
の
所
得
が

児
童
手
当
の
所
得
制
限
限
度
額
以

上
で
あ
る
方
。
左
表
参
照
）
は
対

象
外
で
す
。

■
対
象
児
童　

支
給
対
象
者
の
平

成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当
の
対

象
と
な
る
児
童

※
今
回
は「
臨
時
福
祉
給
付
金（
後

述
）」
の
支
給
対
象
と
な
る
児
童

も
対
象
に
な
り
ま
す
。

※
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者
に

あ
た
る
児
童
も
対
象
と
な
り
ま

す
。

■
支
給
額　

対
象
児
童
一
人
あ
た

り
３
０
０
０
円

■
申
請
先　

役
場
健
康
福
祉
課

社
会
福
祉
担
当

■
申
請
期
間　

６
月
か
ら
概
ね
６

か
月
の
間
（
詳
細
は
５
月
下
旬
に

送
付
す
る
書
類
で
ご
案
内
し
ま

す
。）

※
原
則
と
し
て
、
申
請
期
間
外
の

申
請
は
受
け
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

■
提
出
書
類　

①
申
請
書
、
②
本

人
確
認
書
類
（
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
・
運
転
免
許
証
な
ど
）

※
申
請
者
の
負
担
軽
減
の
観
点
か

ら
、
今
年
度
の
申
請
書
は
、
児
童

手
当
の
現
況
届
と
一
体
と
な
っ
た

申
請
書
と
な
る
予
定
で
す
。

■
注
意
事
項　

●
給
付
金
の
支
払

い
は
、
国
の
示
す
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

に
合
わ
せ
て
行
い
ま
す
。　

●
申

請
後
、
書
類
な
ど
の
審
査
を
行
い

ま
す
の
で
、
支
払
い
ま
で
に
一
定

の
期
間
が
か
か
り
ま
す
。

■
問
合
せ

【
申
請
方
法
に
関
す
る
こ
と
】

役
場
健
康
福
祉
課

☎
２
９
６

－

１
２
４
１

【
制
度
に
関
す
る
こ
と
】

厚
生
労
働
省
（
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
）

☎
０
５
７
０

－

０
３
７

－

１
９
２

　

昨
年
度
に
引
き
続
き
、
低
所
得

者
に
対
し
「
臨
時
福
祉
給
付
金
」

を
支
給
し
ま
す
。

■
対
象
者　

町
民
税
が
課
税
さ
れ

て
い
な
い
方
（
町
民
税
が
課
税
さ
れ

て
い
る
方
の
扶
養
親
族
等
を
除
く
）

■
支
給
額　
一
人
あ
た
り
６
０
０
０

円※
申
請
方
法
等
の
詳
細
は
後
日
案

内
し
ま
す
。

　

給
付
金
の
支
給
に
関
し
て
、
町

や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
、
Ａ
Ｔ
Ｍ

（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金

自
動
支
払
機
）
の
操
作
を
お
願
い

す
る
こ
と
や
、
手
数
料
な
ど
の
振

り
込
み
を
求
め
る
こ
と
は
絶
対
に

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、現
時
点
で
、

住
民
の
皆
さ
ま
の
世
帯
構
成
や
銀

行
口
座
の
番
号
な
ど
の
個
人
情
報

を
照
会
す
る
こ
と
も
絶
対
に
あ
り

ま
せ
ん
。

　

ご
自
宅
や
職
場
な
ど
に
、
町
や

厚
生
労
働
省
の
職
員
な
ど
を
か

た
っ
た
電
話
が
か
っ
て
き
た
り
、

郵
便
が
届
い
た
ら
、
迷
わ
ず
役
場

健
康
福
祉
課
ま
た
は
最
寄
り
の
警

察
署
か
警
察
相
談
専
用
電
話
（
♯

９
１
１
０
）に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

臨
時
福
祉
給
付
金
に
つ
い
て

振
り
込
め
詐
欺
や

個
人
情
報
の
搾
取
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

◆
申
請
す
る
と
無
料
で
交
付

さ
れ
る
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
は
、
Ｉ

Ｃ
チ
ッ
プ
が
つ
い
た
カ
ー
ド
で
、

表
面
に
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、

性
別
と
本
人
の
顔
写
真
、
裏
面
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

　

本
人
確
認
の
た
め
の
身
分
証
明

書
と
し
て
利
用
で
き
る
ほ
か
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
等
の
電
子
申
請
な
ど
が
行

え
る
電
子
証
明
書
も
搭
載
さ
れ
ま

す
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
町
に
申

請
し
た
方
に
（
申
請
書
は
通
知

カ
ー
ド
に
同
封
予
定
）、
平
成
28

年
１
月
以
降
交
付
さ
れ
る
予
定
で

す
。

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

の
申
請
を
お
忘
れ
な
く

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
社
会
保
障
・

税
番
号
）
制
度
が
始
ま
り
ま
す

対
象
児
童
一
人
あ
た
り
３
０
０
０
円
支
給

暮
ら
し
を
便
利
に 

公
平
・
公
正
な
社
会
へ

鳩山町民海の家利用期間を変更します
　平成 27 年度から、町民海の家の利用期間は７月１日から８月 31 日
までの期間限定に変更になります。なお、補助対象などの要件に変更
はありません。
補助対象：町内在住の４歳以上の方。開設期間中、１人１泊以内。　
※補助対象施設一覧は町ホームページよりご覧いただけます。　開設
期間：７月１日～８月 31 日　補助額：１泊 3,000 円（会計時に控除）　
問合せ：役場町民課☎ 296－5891

◆もっと詳しく知るには？
　制度概要などは内閣府官房ホーム
ページ（http://www.cas. go. jp/jp/ 
seisaku/bangoseido/）に掲載して
います。また、国のマイナンバー制
度専用ダイヤルでは、ご質問などを
受付けています。
マイナンバー制度専用ダイヤル
☎ 0570－20－0178（平日午前９時
30 分～午後５時 30 分）

申請書を
児童手当の

「現況届」と併せて
5月下旬に
送付します

【参考】児童手当�所得制限限度額

マイナンバー
キャラクター
マイナちゃん

※収入額の目安は、給与収入のみ
で計算しています

扶養親族
等の数

所得制限
限度額 収入額の目安

０人 622 万円 833.3 万円

１人 660 万円 875.6 万円

２人 698 万円 917.8 万円

３人 736 万円 960.0 万円

４人 774 万円 1002.1 万円

５人 812 万円 1042.1 万円

はとやま

雑　　感
町長　小峰孝雄

【今月のテーマ】財政調整基金
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